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研究要旨 

 適切な睡眠時間（床上時間）および睡眠休養感ならびにそれらの確保に影響する就寝環境・生活環境を

客観的に評価する手法の開発を目指し、①睡眠評価アルゴリズムが組み込まれた Web API サーバーの基

盤構築と、睡眠データを入力することで個人に必要な対策が還元できる API を開発し、➁①のアプリの

活用による行動変容関連項目とアプリの有用性・実行性評価に関する項目の検討を行った。 

 API・アプリ開発については、市販のウェアラブルデバイスについて測定可能項目、デバイスメーカー

提供のソフトウェア／サーバー以外での計測データ利用可否とその精度、導入コスト等を調査し、実証

研究に用いるデバイスを選定した。さらに、スマートフォンに標準搭載されているセンサから得られる

データも活用することとした。スマートフォンおよびウェアラブルデバイスのメーカーが提供するサー

バーを中継して公的管理が可能なクラウドシステムのデータベースに睡眠・生活習慣データを集約・保

存する方式の検討を行い、仕様を決定し設計・実装した。 

 上記のアプリの有用性・実行性評価項目の中に、アプリを用いた睡眠改善行動に関する自己効力感お

よび、アプリの活用度やアプリ活用による睡眠健康改善への期待度を採用する方針を提案した。 

 

Ａ．研究目的 

API・アプリ開発チーム（尾崎、佐伯、駒田、志

村、橋本、栗山）では、適切な睡眠時間（床上時

間）および睡眠休養感を確保するために適した就

寝環境・生活環境を評価・担保する手法の開発を

目指している。具体的には、①睡眠評価アルゴリ

ズムが組み込まれたWeb APIサーバーの基盤構築

と、睡眠データを入力することで、個人に必要な

対策が還元できるAPIを開発し、➁①のアプリの

活用による成果を評価するための、行動変容関連

項目とアプリの有用性・実行性評価に関する項目

の検討を行った。 

 

１．API・アプリ開発 

令和5年度にプロトタイプ版を構築した睡眠チ

ェックシートのデジタル版プラットフォームを

拡張し、市販のウェアラブルデバイスによって計

測された客観的な睡眠データを活用する機能を

加える。デジタル版プラットフォームのWeb API

とデータベースを、公的管理が可能なクラウドシ

ステムとして整備する。このクラウドシステムと

連動するスマートフォンアプリを開発し、ユーザ

ーが入力する主観的な睡眠・生活習慣状況とウェ

アラブルデバイスを用いた計測による客観的な

睡眠データの両方を用いた睡眠健康評価および
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睡眠保健指導を実現する。 

 

２．行動変容関連項目とアプリの有用性・実行性

評価項目の検討 

前述のプラットフォームを利用することで得

られる成果を評価するために、行動変容やプログ

ラムの有用性・実行性評価に関連する文献等を調

査し、研究者間で意見交換を行った。 

 

 

Ｂ．研究方法 

１．API・アプリ開発 

市販のウェアラブルデバイスについて、測定可

能項目、デバイスメーカー提供のソフトウェア／

サーバー以外での計測データ利用可否とその精

度、導入コスト等を調査し、実証研究に用いるデ

バイスを選定する。 

スマートフォンおよびウェアラブルデバイス

のメーカーが提供するサーバーを中継してクラ

ウドデータベースに睡眠・生活習慣データを集約

・保存する方式の検討を行い、仕様を決定し設計

・実装する。 

 

２．行動変容関連項目とアプリの有用性評価項目

の検討 

 行動変容ならびにアプリの有用性をどのように

評価するか、関連する文献等を基に項目抽出に関

する議論を行う。 

 

倫理面への配慮 

 本システム開発自体は人を対象とした研究では

ない。 

 

 

Ｃ．研究結果 

１．API・アプリ開発 

将来的には特定のベンダーのデバイスやシス

テムに限定しない汎用的な構成の実現が必要と

なるが、令和7年度に実施予定の実証研究に用い

る構成として、Google社のFitbitとツリーベル社

のセンサデータ集約システムの採用を提案した。

ツリーベル社はスマートフォン標準搭載センサ

を用いて入眠・起床等を検出するアプリケーショ

ン技術も保有しており、その技術も活用すること

を提案した。 

実証研究用システムとして、ウェアラブルデバ

イス、スマートフォンアプリ、中継サーバー、研

究用サーバーが連動するシステムを構築した。 

スマートフォンアプリは、ツリーベル社のフレ

ームワークをベースに開発し、ウェアラブルデバ

イスからの睡眠データの取得、睡眠日誌の作成、

中継サーバーへのデータ送信の機能を実装した。 

中継サーバーには、Google社のサーバー経由で

Fitbitデータを取得し、スマートフォンから送ら

れる睡眠データを集約し、集約したデータを研究

用サーバーへ転送する機能を実装した。 

研究用サーバーには、令和5年度にプロトタイ

プ版を構築した睡眠チェックシートのデジタル

版プラットフォームを拡張し、ユーザーが入力す

る主観データとウェアラブルデバイスからの客

観データを受信し保健指導アドバイスを返信す

るWeb APIとデータベースを構築した。 

 

２．行動変容関連項目とアプリの有用性・実行性

評価項目の検討 

１）自己効力感（セルフエフィカシー） 

 睡眠に関する適切な支援を提供するためには、

睡眠習慣とともに、睡眠に影響する行動や習慣（睡

眠衛生）の実践状況についても把握する必要があ

る。 

行動変容とは、「健康の維持と増進のために行

動を望ましいものに改善する」ことと定義されて

いる。具体例としては、①今までに経験したこと

のない行動を新たに始めること、②かつて経験し

たことのある行動を再開すること、③好ましくな

い行動をやめること、④行動を修正すること、⑤

これら４つを継続すること、より構成される（津

田，2019）。 

行動変容には多くの要因が複雑に関連している

が、行動変容の機序に関する理論のひとつに統合

モデルがある（Montano et al, 2008）。統合モデ

ルでは、主に改善を期待する行動Ｘについて、態

度（Attitude）、規範（Perceived Norm）、個人の

力量（Personal agency）が醸成され、改善の意図

（Intention to perform the behavior）が高まる

ことで、改善のための行動（Behavior）が生まれ

る。態度や規範は、長きに渡り個々が生きた時代

や社会の中で、価値、信念から醸成される（Ohashi 

et al, 2017）。 

一方、個人の力量は、自己効力感と行動制御か

ら成る（Bandura, 2006）。行動制御は、様々な環

境要因がその行動の実行を容易にするのか困難に

するのかについての個人の認識の程度によって決
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まる。自己効力感は、さまざまな障壁や課題に直

面してもその行動を実行できる能力に対する自信

の度合い、つまり、目標を達成するための能力を

自らが持っていると認識することを指す

（Bandura, 1997）。そこで、実証研究では、まず

アプリケーションに表示されたアドバイスを実際

に実践できる自信の度合い（自己効力感）を評価

する方針を提案した。 

【質問項目】 

〇アプリを用いて睡眠改善行動が実践できると思

っている程度（セルフエフィカシー） 

「よい睡眠をとるために、表示されたアドバイス

（睡眠改善行動）をどの程度実践（実行）できると

思いますか？」 

１．実践できる 

２．やや（ある程度）実践できる 

３．あまり実践できない 

４．まったく実践できない 

 

２）アプリケーションの有用性 

 アプリケーションの有用性評価として、①行動

変容ツールとしてのアプリケーションの活用度、

②アプリケーション活用による睡眠健康の改善へ

の有用性（期待）を評価する方針とした。①の活用

度は、アプリケーションの活用のし易さも反映し

ている。また、自由記載欄を設けその理由を問う

ことで、今後のアプリケーションの改善や行動変

容プログラムの検討に役立てる方針とした。 

【質問項目】 

〇アプリの有用性 

このアプリを使い続けたいですか？ 

１．そう思う 

２．ややそう思う 

３．あまりそう思わない 

４．そう思わない 

その理由（              ） 

 

〇アプリ活用による睡眠健康改善への有用性 

このアプリを使い続けることで、睡眠の改善に役

立つと思いますか？ 

１．そう思う 

２．ややそう思う 

３．あまりそう思わない 

４．そう思わない 

その理由（              ） 

 

 

Ｄ．考察 

１．API・アプリ開発 

令和7年度の実証研究に絞った設計・実装を行

なった。今後は実証研究で得られたデータ・知見

を反映したシステム改良と汎用性の向上が課題

となる。 

２．行動変容関連項目とアプリの有用性・実行性

評価項目の検討 

 自己効力感はアプリを活用し、アドバイス（睡

眠改善行動）が実践（実行）できると思う程度を問

うものである。実際の実践（実行）状況と突合する

ことで、どのような人にとってどのような項目が

実践しやすい（しにくい）のか、詳細な分析が可能

となる。 

 アプリの有用性・実行性を評価する目的として

は、①国民が自発的に本アプリをダウンロードし

て活用してもらうための評価と、➁国民の睡眠健

康のために活用してもらうための評価が考えられ

る。①本アプリを使い続けたいと思うか、すなわ

ち使用継続の有用性については、本研究で開発し

たアプリのアクセシビリティを問うことで、どの

よう機能や設計が効果的であるか、今後の改善・

改良への示唆が得られると考えられる。➁アプリ

活用による睡眠健康改善への有用性に関しては、

例えば睡眠の重要性を理解していても実際には改

善行動がとれない人々への行動変容の促進に有用

であったかを評価することが可能となる。 

 

 

Ｅ．結論 

ユーザーが入力する主観的な睡眠・生活習慣状

況とウェアラブルデバイスを用いた計測による客

観的なデータの両方を用いた睡眠評価および睡眠

保健指導を可能とするスマートフォンアプリを開

発した。 

 アプリの有用性を科学的に評価することは根拠

に基づいた健康支援の展開に不可欠である。今後、

実証研究によってアプリの有用性・実行性が示さ

れれば、活用を促進するための制度設計などに活

用する展開が期待できる。 
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なし 
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